
2019 年 12 月 26 日 

しなの鉄道株式会社 

お客さま各位 

 

北しなの線通学定期運賃に係る激変緩和措置の終了について 

 

日頃から、しなの鉄道をご利用いただき誠にありがとうございます。 

このたび国土交通省に北しなの線通学定期運賃に係る激変緩和措置の終了について下

記のとおり届出をいたしました。 

弊社をご利用されるお客さまのご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げま

す。 

 

記 

 

１ 通学定期運賃に係る激変緩和措置終了の内容 

北しなの線開業後５年間を目途に実施していた通学定期運賃の増加率を JR時代の

1.5 倍以内に抑える割引を終了し、しなの鉄道線と同一水準とします。 

  

２ 区間別通学定期運賃 

別添の資料をご参照ください 

 

３ 終了予定日 

2020 年 3 月 31 日（2020 年 4月 1 日から新運賃に改定） 

 

４ 終了の理由 

弊社では北しなの線開業にあたり、５年間を目途に通学定期運賃に係る激変緩和

措置を行ってまいりました。 

今年度末で設定期間を迎えることから、継続の有無について検討してまいりまし

たが、激変緩和という所期の目的は達成されたこと、北しなの線のみの例外的な措

置であること、北しなの線の収益改善を図る必要があることなどから、当初の予定

どおり 2020 年３月 31日をもって終了し、しなの鉄道線と同一水準にさせていただ

くことにしました。 

なお、東日本旅客鉄道及びえちごトキめき鉄道株式会社へ乗り継ぐお客さまに対

し、運賃を割引く「乗継割引運賃」は、当社分については現行の割引をそのまま継

続させていただきます。 



 

 

 

 

詳しくは、駅係員または 

お客さまセンター 0268-21-3470へ 

おたずねください 

お知らせ 

中学生の通学定期運賃は表の 4割引き 

小学生の通学定期運賃は表の半額の 4割引き 

北しなの線 

通学定期運賃が変わります 

4月 1日からの通学定期運賃 

3月 31日までの通学定期運賃 

黄色の部分が変わります 


